
平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日
提
出

質

問

第

一

四

二

号

法
律
等
に
よ
り
政
府
に
検
討
を
義
務
付
け
ら
れ
た
案
件
の
処
理
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎
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法
律
等
に
よ
り
政
府
に
検
討
を
義
務
付
け
ら
れ
た
案
件
の
処
理
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
臨
時
国
会
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、
菅
首
相
は
「
有
言
実
行
内
閣
」
を
標
榜
し
、
近
年
解
決
が
滞
っ
て
い
る
課
題
の

処
理
を
進
め
る
方
針
を
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
「
法
律
に
よ
り
政
府
に
検
討
を
義
務
付
け
ら
れ
た
案
件
の

処
理
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
百
七
十
六
回
国
会
質
問
第
四
〇
号
）
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
「
法
律
に
よ
り
政
府
に

対
し
一
定
の
期
限
を
設
け
て
検
討
を
行
い
又
は
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
事
項
の
う
ち
、
当
該
法
律
を
所
管
す

る
府
省
等
に
お
い
て
、
当
該
期
限
が
到
来
し
て
い
る
が
、
現
時
点
で
必
要
な
対
応
を
怠
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
も
の
は
な

い
」
と
の
答
弁
で
あ
っ
た
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
四
〇
号
）
。
ま
た
、
「
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
編
成
過
程
や
平
成
二
十
三

年
通
常
国
会
へ
の
法
案
提
出
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
検
討
・
処
理
す
る
義
務
が
あ
る
と
政
府
が
認
識
し
て
い
る
案
件
」
に

つ
い
て
は
、
「
検
討
中
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
の
答
弁
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
菅
首
相
の
示
さ
れ
た

方
針
が
真
に
実
現
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
現
行
法
律
の
附
則
規
定
等
に
よ
っ
て
政
府
に
検
討
を
義
務
付
け
ら
れ
た
案
件
を
期

限
通
り
に
処
理
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
以
下
七
項
目
に
わ
た
り

質
問
す
る
。

一

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
百
四
条
第
一
項
は
、
「
政
府
は
、

一



（
中
略
）
平
成
二
十
年
度
を
含
む
三
年
以
内
の
景
気
回
復
に
向
け
た
集
中
的
な
取
組
に
よ
り
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
遅
滞
な
く
、
か
つ
、
段
階
的
に
消
費
税
を
含
む
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度

ま
で
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
、
同
条
第
三
項
は
「
第
一
項
の
措
置
は
、
次
に
定
め
る

基
本
的
方
向
性
に
よ
り
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
、
八
つ
の
方
向
性
を

定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、

�

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
検
討
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が

う
。

�

�
の
検
討
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
八
つ
の
方
向
性
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
確
認
す
る
。

�

�
の
検
討
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
中
間
的
取
り
ま
と
め
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
示
さ
れ
た
い
。

二

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
号
）
附
則
第
百
四
十
八
条
は
、
「
政
府
は
、
地
球
温

暖
化
対
策
の
た
め
の
税
に
つ
い
て
、
（
中
略
）
平
成
二
十
三
年
度
の
実
施
に
向
け
た
成
案
を
得
る
よ
う
、
検
討
を
行
う
も
の

と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、

�

平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
で
は
、
揮
発
油
税
等
の
暫
定
税
率
を
い
っ
た
ん
廃
止
し
た
上
で
、
同
じ
税
率
を
「
当
分
の

二



間
」
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
本
制
度
を
平
成
二
十
三
年
度
に
は
見
直
し
た
い
と
い
う
政
府
の
方
針
は
現
在
も
変

わ
っ
て
い
な
い
の
か
、
確
認
す
る
。

�

同
条
に
関
連
し
て
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
に
つ
い
て
、
各
府
省
か
ら
の
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
要
望
に

は
ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

同
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
検
討
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

�
の
検
討
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
中
間
的
取
り
ま
と
め
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
示
さ
れ
た
い
。

三

平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
大
綱
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
「
格
差
是
正
の
観
点
か
ら
、

相
続
税
の
課
税
ベ
ー
ス
、
税
率
構
造
の
見
直
し
に
つ
い
て
平
成
二
十
三
年
度
改
正
を
目
指
し
ま
す
」
と
さ
れ
、
「
金
融
証
券

税
制
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
平
成
二
十
三
年
度
改
正
に
お
い
て
、
公
社
債
の
利
子
及
び
譲
渡
所
得
に
対
す
る
課
税
方
式
を

申
告
分
離
課
税
と
す
る
方
向
で
見
直
す
こ
と
を
検
討
し
ま
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、

�

こ
れ
ら
の
方
針
は
、
現
在
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

同
大
綱
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
検
討
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

�
の
検
討
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
中
間
的
取
り
ま
と
め
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
示
さ
れ
た
い
。

三



四

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
よ
り
改

正
さ
れ
た
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
は
、
「
特
定
年
度
の
前
年
度
が
平
成
二
十

三
年
度
以
後
の
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
年
度
の
前
年
度
ま
で
（
平
成
二
十
二
年
度
以
前
の
年
度
を
除

く
。
）
の
各
年
度
に
お
け
る
国
民
年
金
事
業
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
基
礎
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た

め
、
（
中
略
）
臨
時
の
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て

は
、

�

平
成
二
十
三
年
度
の
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
引
き
上
げ
分
の
財
政
上
の
手
当
て
に
つ
い
て
、
安
定
財
源
を
確
保
す
る
方

法
を
取
る
の
か
、
臨
時
的
措
置
を
講
ず
る
の
か
、
い
ず
れ
の
方
針
で
あ
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

本
件
に
つ
い
て
、
各
府
省
か
ら
の
平
成
二
十
三
年
度
予
算
概
算
要
求
に
は
ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
う

か
が
う
。

�

同
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
検
討
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

�
の
検
討
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
中
間
的
取
り
ま
と
め
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
示
さ
れ
た
い
。

五

雇
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
号
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
雇
用
保
険
法
附
則
第
十
五

四



条
は
、
「
雇
用
保
険
の
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
中
に
検
討
し
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
安
定
し

た
財
源
を
確
保
し
た
上
で
附
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、

�

本
件
に
つ
い
て
、
各
府
省
か
ら
の
平
成
二
十
三
年
度
予
算
概
算
要
求
に
は
ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
う

か
が
う
。

�

同
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
検
討
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

�
の
検
討
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
中
間
的
取
り
ま
と
め
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
示
さ
れ
た
い
。

六

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
二

項
は
、
「
政
府
は
、
平
成
二
十
三
年
度
以
降
の
子
育
て
支
援
に
係
る
全
般
的
な
施
策
の
拡
充
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、

�

同
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
検
討
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

�

�
の
検
討
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
中
間
的
取
り
ま
と
め
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
示
さ
れ
た
い
。

七

規
制
改
革
推
進
の
た
め
の
三
か
年
計
画
（
改
定
）
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
「
内
航
船
員
教
育

五



を
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
、
大
型
タ
ー
ビ
ン
練
習
船
を
代
替
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
費
用
を
で
き
る
限
り
抑
制
す
る

よ
う
努
め
つ
つ
、
小
型
練
習
船
へ
の
代
替
を
実
現
す
る
等
運
営
合
理
化
を
積
極
的
に
実
施
す
る
」
と
さ
れ
、
平
成
二
十
三
年

度
ま
で
に
措
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
本
件
に
つ
い
て
、
各
府
省
か
ら
の
平
成
二
十
三
年
度
予
算
概
算
要

求
に
は
ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
う
か
が
う
。

右
質
問
す
る
。

六


